
  

 

都立墨東病院における病児・病後児保育の実施について 

 

１ 経緯 

  「東京都長期ビジョン」において、小児科のある都立・公社病院で病児・病後児

保育事業を実施することと位置付けられた。都立病院における最初の取組として都

立墨東病院で病児・病後児保育を実施する。 

 

２ 実施概要 

事 業 者：東京都立墨東病院 

場  所：東京都立墨東病院（墨田区江東橋四丁目23番15号）内 保育棟２階 

     「水辺の病児・病後児保育室さくら」 

（約９０㎡：保育室、隔離室、幼児用トイレなどを設置） 

開始時期：平成２８年２月１日（月） 

規  模：４名（開設から当面の間は、利用定員は２名となります） 

開室日及び利用時間：月曜日から金曜日 

午前８時３０分から午後６時まで（延長保育は行いません） 

閉 室 日：土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12/29～1/3) 

対象児童：墨田区在住の生後０歳６か月から小学６年生までの児童 

利用料金：児童１人１日につき２,０００円 

（別途、当日の ER（救急外来）受診の際、診療費がかかりますが、乳幼

児医療証や子ども医療証により本人負担はありません。） 

利用期間：原則、同一の事由に係る利用につき、連続する７日間（閉室日を含む） 

食 事 等：昼食・おやつ・飲み物は、持参 

実施方法：区の委託事業 
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３ スケジュール 

平成２７年 ６月  区議会福祉保健委員会に報告 

       １０月  東京都と契約締結 

       １２月  事業について広報（区のお知らせ２１日号、同日付けHPも） 

平成２８年 １月  ２２日（金）、２３日（土）に説明会、事前登録開始 

２月  １日（月）病児・病後児保育事業開始 

 

 

病児保育と病後児保育 

「病児保育」とは、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至ってい

ないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で

保育を行うことが困難な児童を一時的に保育するものをいいます。 

「病後児保育」とは、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の

勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を一時的に保育するものを

いいます。 

  



＜墨田区における病児・病後児保育＞ 

◎ 墨東病院の事業内容と受け入れ児童 

実施施設 都立墨東病院 水辺の病児・病後児保育室さくら 区 分 病児・病後児保育 

対 象 区内に住所を有する生後６か月から小学校６年生までの児童 

受入児童 

・当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていない児童（病児） 

・病気の回復期にある児童（病後児） 

で、集団保育が困難で、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童 

受入不可 

次に該当する場合は受け入れられません。 

・児童が感染性の疾患を有し、他の児童への感染のおそれがある時 

・児童の症状が重く、入院加療の必要がある時 

・利用当日に墨東病院の医師が診断した結果、受入れが困難であると判断された時 

 

◎ わらべみどり保育園の事業内容と受け入れ児童 

実施施設 わらべみどり保育園 病後児保育室 かんがるー 区 分 病後児保育 

対 象 区内の保育施設、幼稚園等に通園している１歳の誕生月から就学前までの児童 

受入児童 
病気の急性期を過ぎ、回復期にあり、集団保育が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により

家庭で保育を行うことが困難な児童 

受入不可 

次に該当する場合は受け入れられません。 

・児童が感染性の疾患を有し、他の児童への感染のおそれがある時 

・児童の症状が重く、入院加療の必要がある時 

 

◎ すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug）」の事業内容と受け入れ児童 

実施機関 すみだ子育て支援ネット「はぐ（Hug）」 
区 分 訪問型病後児（軽症病児）保育 

実施場所 児童の自宅を病後児サポーターが訪問 

対 象 区内の保育施設、幼稚園、小学校等に通園通学している生後４３日から小学校3年生までの児童 

受入児童 病気の急性期を過ぎ、回復期にあり、集団保育が困難な児童 

受入不可 
次に該当する場合は受け入れられません。 

・児童の症状が重く、入院加療の必要がある時 

 


